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　写真は、今月号に掲載した写真
の拡大写真です。何ページの何の
写真でしょう？
　正解者の中から、抽選で5名に
記念品を差し上げます。郵便はがきに、氏名、住所、
電話番号、クイズの答えを記入して広報課宛（住所
は裏表紙に記載）にお送りください。答えと一緒に
広報さやまの感想やご意見もお寄せください。

　　　　 締切り10月30日㈮
9月号の答え
　6ページ・「特集 入間川とく
らす」の「若手農家による野菜
販売」の写真でした。

　茶畑に小さな白い花が咲き
始めると、抹茶は新茶の季節
を迎えます。抹茶の原料は、遮
光して育てた茶葉を摘み取り、

蒸した後、乾燥させて作った「碾
てん

茶
ちゃ

」。今年の碾茶
は例年以上に良いものが出来ています。
　狭山茶の葉で作られた抹茶「明松」は、ほんのり
とした渋味と濃さが特長。お抹茶を点

た
てたり、水

で溶いた抹茶をアイスクリームにかけたりと、楽
しみ方はさまざまです。11月から販売を開始し
ますので、ぜひこの季節にご家庭でお楽しみくだ
さい。
　　監修　 狭山市茶業協会
　　問合せ 農業振興課へ内線2531
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今月の表紙

目次

今月の写真クイズ
分かるかな？

お 茶 豆 知 識

目で見る「さやま」

新型コロナウイルス感染症の影響で、今月号は、一部
コーナーの掲載を中止しています。ご了承ください。

交通事故・振り込め詐欺件数（狭山警察署）
※1月1日〜9月15日の累計（狭山市分）

人口と世帯（市民課）

9月の火災・救急件数（狭山消防署）

※9月1日現在（　）内は前月比

※8月15日〜9月15日の累計

男 75,257人（-38人） 転入等 412人
女 74,834人（-42人） 転出等 435人

合計 150,091人（-80人） 出生 71人

世帯 69,742世帯（  +5世帯） 死亡 128人

火災件数 救急出動件数

3件（建物3件） 614件（搬送人員546人）

発生数 人身事故 死者 物損事故 振り込め詐欺

1,976件 228件 0人 1,748件 18件

　今月の表紙は草丈2メートルを超え
るサトイモの大きな葉の下にできたト
ンネルで遊ぶ姉妹です。この大きな葉
が枯れ始めるとサトイモは収穫の時季
を迎えます。

（4ページに関連特集あり）
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【特集】狭山の大地が生んだ名産　サト
イモ

保育所（園）・幼稚園・学童保育室などの
入所受付を開始

いきいき自治会／みんなの掲示板
／もぐもぐsayama

11月の相談案内

さやまの昔ばなし

P11 季節性インフルエンザ予防接種のお知らせ
／市長が走る

P12 情報ガイド

P10

P25 ひと・まち・写真館

新型コロナウイルスに関する狭山市の
支援情報

保健センター 11月のお知らせ

狭山抹茶「明
みょうしょう

松」を今年も販売します

広報さやま 2020.10月号　　■市役所☎04‐2953‐1111（代表） 04‐2954‐6262  開庁時間 平日の8時30分～ 17時15分
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新型コロナウイルスに関する 狭山市の支援情報(9月30日現在)

就学援助支給認定の特例
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、児童・生徒の学校給食費や修学旅行費などの支払いが困難

となった保護者に、費用の一部を援助しています。
対象　①2年1月1日～12月31日に、解雇または廃業となった方

　　　②元年中の総所得金額が400万円以下で、2年1月～12月のいずれかの月で申請者もしくは申請者の世帯

の給与収入、または事業収入が前年同月比で20％以上減少した方

問合せ　学務課へ内線5655

固定資産税・都市計画税の特例
　新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経済環境下にある中小事業者などに対して、令和3年度分に限り、

償却資産と事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。

対象資産　中小事業者が所有する償却資産、事業用家屋

対象者　下記のいずれかに該当する中小事業者で、２年２月～10月の任意の連続する３か月間の事業収入が

　　　　前年同期間と比べて30％以上減少している方

　　　　・資本金、または出資金の額が1億円以下の法人

　　　　・資本金、または出資金を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

　　　　・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

事業収入の減少率 課税標準額の減額
30％以上 50％未満 2 分の 1

50％以上 全額

問合せ　資産税課へ内線1121

コロナに負けない！さやまのお店「新しい生活様式」徹底宣言事業
　新しい生活様式に対応するため、感染防止対策などを実施した飲食事業者に応援金を給付します。

対象　下記の２点を実施した、店内で飲食するための席を有する個人・小規模の市内飲食店（コンビニを除く）

　　　①集合研修かWEB研修の受講

　　　②市が推奨する感染防止対策を実施　※巡回実地指導で確認します

給付額　3万円～10万円

集合研修実施日　10月20・21・27・29日、11月1・21日の14時～15時か18時～19時

申込み　11月13日㈮までに申込用紙（ホームページからダウンロード可）を郵送(〒350-1123 川越市脇田本町

　　　　15-13)か電話で事業特設事務局（JTB川越支店）へ☎049-246-5813

WEB研修実施日　10月13日～11月15日（事前申込み不要。24時間受講可）

問合せ　商業観光課へ内線2552

特例割合

熱が出たら…まずはかかりつけ医に相談を
　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、発熱などの症状が出た場合はかかりつけ医に相談し
てください。かかりつけ医が休診の場合や、かかりつけ医がいない方は埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポート
センターへ電話相談をしてください。☎0570-783-770(24時間受付)




